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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体素子が配置される支持基板と、その支持基板に接合部材を介して配置される被覆
部材とを備えており、その被覆部材と前記支持基板との間に形成された空間に前記半導体
素子が収納されてなる半導体装置であって、
　前記支持基板は、厚みが５μｍ以上１５μｍ以下である環状の凸部を有しており、その
凸部の一部が切り欠かれることにより、前記被覆部材の一部が前記凸部に接触させられ、
前記空間から外部に通じる通気孔が形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記凸部は、前記接合部材が配置される部分と前記半導体素子が配置される部分との間
に形成される請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記被覆部材の前記基板と接する面は、上下方向に貫通した貫通孔を有しており、その
貫通孔の側面に前記接合部材が配置される請求項１または２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記凸部は、前記基板の外縁方向に伸びる延出部を有しており、その延出部上面の少な
くとも一部は被覆部材で覆われず露出されている請求項１から３のいずれか１項に記載の
半導体装置。
【請求項５】
　前記延出部は、平面視にて、対称軸に対して互いに対称な位置に設けられる請求項４に
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記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記延出部は間隙を介して互いに対向するように少なくとも一対設けられており、前記
間隙が前記通気孔となる請求項４または５に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記被覆部材が、前記空間を形成する半球状の球面部と、前記球面部の外縁で支持基板
と接合される接合部とを有する請求項１から６のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記球面部は透光性のレンズであり、前記接合部は金属部材で形成されている請求項７
に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記接合部の支持基板と接合される面に凹凸を設けてなる請求項７または８に記載の半
導体装置。
【請求項１０】
　前記凸部は、前記接合部と対応する位置に設けられてなる請求項７から９のいずれか１
項に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記接合部材が、複数箇所に配置されてなる請求項１から１１のいずれか１項に記載の
半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオード等の半導体装置、例えば高出力の発光素子が収納された半導
体装置として、家庭用照明や車両用照明に用いることができ、耐熱性に優れる半導体装置
に関する。特に本発明は、リフロー実装処理を安全且つ確実に行うことができ、高温の使
用環境下においても信頼性の高い半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオードやレーザーダイオード等の半導体発光素子は、発光装置の光源として利
用することができる。さらに、近年、半導体発光素子と該半導体発光素子からの光を吸収
して発光する蛍光物質とを組合せ、白色系の混色光を発光する発光装置が実用化され、電
化製品のインジケーターや液晶のバックライトなどの表示用として使用されている。そし
て、高い発光効率及び高輝度化により室内照明や車載用照明等に広く利用されることが期
待されている。
【０００３】
　一般的に知られている半導体装置は、パッケージ内に半導体素子が実装され、その半導
体素子がエポキシ樹脂やシリコーン樹脂のような透光性の被覆部材によって被覆されてな
る。その被覆部材は、半導体装置の光学特性を考慮して、例えばレンズ状などの種々の形
状に成型されている。
【０００４】
　これらの半導体装置における半導体発光素子は、発光によって発熱し、発光装置全体の
急激な温度変化によって、樹脂を材料とする被覆部材が膨張あるいは収縮する。これによ
り、樹脂に被覆される発光素子やボンディングワイヤに悪影響を及ぼすおそれがある。
【０００５】
　そこで、支持基板に搭載された半導体素子や該半導体素子に接続する金属細線を中空の
被覆部材で気密封止する半導体装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。本特
許文献に開示される半導体装置は、半導体素子が載置される支持基板と、半導体素子を外
部環境から保護する被覆部材とを有し、支持基板と被覆部材とからなり半導体素子を収納
する中空部を有する。このような構成によると、被覆部材が発光素子やボンディングワイ
ヤに接触しないので、該被覆部材が急激な温度変化によって伸縮しても発光素子等に応力
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がかかることがない。しかしながら、被覆部材を設けることで、中空部を密閉してしまう
と、発光装置をリフロー処理によって実装する際に、中空部に封入されている気体の膨張
により、中空部の内圧が上昇する。それにより、被覆部材を支持基板に接着している部分
に力が加わり、被覆部材が支持基板から外れたり、接着性が低下したりすることによって
、信頼性の高い半導体装置とすることができない。そこで、中空部から外部に通じる箇所
に通気孔を設けて気圧を下げるように構成することで、リフロー処理を安全且つ確実に行
うことのできる半導体装置が提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－２８２９５３号公報。
【０００７】
【特許文献２】特開２００４－３２７９５５号公報。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、被覆部材であるレンズ体に孔を設けると、被覆部材の機械的強度の低下
及び形状変形の要因となるなどの問題がある。リフレクタの場合も同様の問題が起こる。
また、基板に切削加工を行うと、接合部材の流れ込み等により、通気孔を潰してしまうと
いう問題がある。また、孔を形成する加工や切削加工によると、これらの加工の精度から
、形成される通気孔は大きくなり、通気孔として機能する一方、ゴミや埃などの異物が入
りやすいという問題もあった。
【０００９】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたもので、通気孔を備えた半導体装置にお
いて、被覆部材の機械的強度の低下及び形状変形を防止し、また、不要な部分への接合部
材の流れ込みを抑制し、適切な大きさの通気孔を量産性良く、しかも精度よく設けること
ができる半導体装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　以上の目的を達成するために、本発明に係る半導体装置は、半導体素子が載置される支
持基板と、該支持基板に接合部材を介して配される被覆部材とを有し、該被覆部材と前記
支持基板の間に空間を有する半導体装置であって、前記半導体素子は前記空間に収納され
ており、前記支持基板は凸部を有し、該凸部に被覆部材の一部が接するように配置される
ことにより、前記空間から外部に通じる通気孔が形成されることを特徴とする。
【００１１】
　この半導体装置においては、前記凸部は、前記接合部材が配置される部分と前記半導体
素子が載置される部分との間に形成されることが好ましい。
【００１２】
　また、前記被覆部材の前記基板と接する面は、上下方向に貫通した貫通孔を有し、該貫
通孔の側面に前記接合部材が配されることが好ましい。
【００１３】
　さらに、前記凸部は、前記基板の外縁方向に伸びる延出部を有し、該延出部上面の少な
くとも一部は被覆部材で覆われず露出されていることが好ましい。
【００１４】
　さらに、前記延出部は、平面視にて、対称軸に対して互いに対称な位置に設けられるこ
とが好ましい。
【００１５】
　さらに、前記延出部は間隙を介して互いに対向するように少なくとも一対設けられてお
り、前記間隙が前記通気孔となることが好ましい。
　さらに、前記被覆部材が、前記空間を形成する半球状の球面部と、前記球面部の外縁で
支持基板と接合される接合部とを有することが好ましい。
　前記球面部は透光性のレンズであり、前記接合部は金属部材で形成されていることが好
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ましい。
　前記接合部の支持基板と接合される面に凹凸を設けてなることが好ましい。
　前記凸部は、前記接合部と対応する位置に設けられてなることが好ましい。
　前記凸部が、一部を切り欠いた環状に形成されてなることが好ましい。
　前記接合部材が、複数箇所に配置されてなることが好ましい。

【発明の効果】
【００１６】
　本発明の半導体装置によれば、通気孔を備えた半導体装置において、被覆部材の機械的
強度の低下及び形状変形を防止し、また、不要な部分への接合部材の流れ込みを抑制し、
適切な大きさの通気孔を量産性良く、しかも精度よく設けることができる。これによって
、信頼性の高い半導体装置を量産性良く製造することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明を実施するための最良の形態を、以下に説明する。ただし、以下に示す形態は、
本発明の技術思想を具体化するための半導体装置およびその製造方法を例示するものであ
って、本発明は半導体装置およびその製造方法を以下に限定するものではない。
【００１８】
　また、本明細書は特許請求の範囲に示される部材を、実施の形態の部材に特定するもの
では決してない。実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的
配置等は、特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨では
なく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明
を明確にするため誇張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、符
号については同一もしくは同質の部材を示しており、詳細な説明を適宜省略する。
【００１９】
　以下に、本発明の半導体装置の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００２０】
　＜第１の実施の形態＞
図１乃至図３は、本発明に係る半導体装置１００の第１の実施の形態を示したものである
。図１は第１の実施の形態に係る半導体装置の模式的な分解斜視図である。図２は第１の
実施の形態に係る半導体装置を通気孔方向から見た側面図、図３は通気孔部を示す断面図
である。
【００２１】
　本形態の半導体装置１００は、図１に示すように、半導体素子１０５が載置される支持
基板１０１と、支持基板１０１に設けられる接合部材配置部１１１に接合部材（図示せず
）を介して配される被覆部材１０２とを有し、図３に示すように、支持基板１０１と被覆
部材１０２とによって囲まれてなる空間１０７が形成されており、該空間１０７に半導体
素子１０５が収納されている。
【００２２】
　本形態において、支持基板１０１は、凸部１０３を有しており、該凸部に被覆部材１０
２の一部が接することにより、図２および図３に示すように、凸部１０３と被覆部材１０
２が接していない部分（以下、隙間１０４ともいう）が、空間１０７から外部に通じる空
気孔１０８となるように構成される。
このように、支持基板１０１に凸部１０３を有することにより、支持基板１０１と被覆部
位１０２との隙間１０４を形成し、この隙間１０４を通気孔とすることで、被覆部材１０
２の加工を不要とし、被覆部材１０２の機械的強度の低下及び変形を防止することが可能
となる。また、支持基板１０１に切削加工をする必要もないので、切削加工により形成さ
れた溝に接合部材が流れ込み、通気孔を塞ぐこともない。
【００２３】
　（支持基板１０１）
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支持基板１０１は、半導体素子１０５を載置するためのものであり、その表面に後述の凸
部１０３を有している。ここで「載置する」とは、支持基板に直接載置される場合のみな
らず、図１に示すように、サブマウント１０６のような補助的な別の部材を介して載置さ
れるものも含むものとする。
【００２４】
　また、支持基板１０１には、接合部材（図示せず）を介し、後述の被覆部材１０２が配
される。なお、図１において破線は被覆部材１０２が配されたときの被覆部材１０２の外
縁を示す（以下、図４、図５についても同様に、被覆部材の外縁を示す）。
【００２５】
　さらに、本実施の形態における支持基板１０１には、半導体素子１０５や外部の電極と
電気的に接続される導電部材（図示せず）が配置される。支持基板１０１の材料としては
、ガラスエポキシ、樹脂、セラミックスなどの絶縁性部材が挙げられる。特に、前述の導
電部材として、導体配線をその表面に形成することができるものが好ましく、そのような
材料として、耐熱性および耐候性の高いセラミックスからなることが好ましい。セラミッ
クス材料としては、アルミナ、窒化アルミニウム、ムライトなどが好ましい。なお、セラ
ミックスからなる支持基板であっても、セラミックス以外の絶縁性材料からなる絶縁層を
その一部に有していてもよい。このような材料としては、例えば、ＢＴレジン、ガラスエ
ポキシ、エポキシ系樹脂等が挙げられる。
【００２６】
　また、支持基板は、正負一対のリード電極を導電部材として、成形樹脂にてインサート
成形することもできる。そのような材料として、例えば、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂等
、具体的には、ポリフタルアミド（ＰＰＡ）、ポリカーボネート樹脂、ポリフェニレンサ
ルファイド（ＰＰＳ）、液晶ポリマー（ＬＣＰ）、ＡＢＳ樹脂、エポキシ樹脂、フェノー
ル樹脂、アクリル樹脂、ＰＢＴ樹脂等の樹脂が好ましい。
【００２７】
　（被覆部材１０２）
被覆部材１０２は、半導体素子１０５や、半導体素子１０５に接続される導電性材料（例
えば、ワイヤやバンプなど）を外部から保護するため、それらの部材を覆うために支持基
板１０１上に配置される。また、レンズ機能を持たせることもできる。被覆部材１０２の
材料は、例えば、アクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリカーボネ
ート樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂等の合成樹脂や、ガラスなどの無機材料を挙げ
ることができる。ソーダガラス、シリカガラス、ホウ珪酸ガラス、アルミノホウ珪酸ガラ
ス、アルミノ珪酸ガラス、オキシナイトライドガラス、カルコゲナイドガラスから選択さ
れた少なくとも一種を含む無機材料からなる被覆部材とすることにより、耐光性の高い半
導体装置とすることができる。
【００２８】
　本形態の被覆部材は、図１乃至３に示されるように、半導体素子１０５に対向する側に
半球状の空洞を有する球面部と、該球面部との外縁となり支持基板１０１に接合される部
位とを有する透光性のレンズである。支持基板１０１に接合される部位に凹凸加工を設け
ることにより、接合強度を向上させることができる。
【００２９】
　また、支持基板１０１に接合される部位に上下方向に貫通した貫通孔を有し、該貫通孔
の内壁に接合部材が配されることにより、アンカー効果による接着強度の向上及び接合部
材の量のバラツキの吸収が可能となる。貫通孔の上面、つまり、貫通孔が形成された部位
における被覆部材の上面まで接合部材が配されると、より接着強度が向上するため、好ま
しい。
【００３０】
　（凸部１０３）
凸部１０３は、前述の支持基板１０１に形成される。凸部の形状は、その上面に前述の被
覆部材１０２を搭載することができ、隙間１０４を確保することのできる形状であれば、
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特に制限されない。被覆部材１０２が安定して載置できるように、被覆部材との接合面に
対応する位置に広く形成する一方、被覆部材と支持基板との接合性を考慮し、接合部材配
置部１１１を確保できるように形成することが好ましい。例えば、図１に示すように、環
状の一部を切り欠いたような形状が挙げられる。
【００３１】
　このような凸部１０３は、例えば支持基板１０１と一体に形成することができる。また
、支持基板１０１とは別に凸状の枠体を形成し、支持基板と凸部１０３とを貼りあわせる
などして形成することもできる。凸部１０３は、支持基板１０１と同材料で形成されても
、異なる材料で形成されてもよい。同材料で形成することにより、熱膨張係数の差による
支持基板１０１の変形や凸部１０３の支持基板１０１からの剥がれ、脱落を防ぐことがで
きる。
【００３２】
　凸部の厚み、すなわち支持基板１０１の半導体素子１０５もしくはサブマウント１０６
等が載置される面から凸部１０３の上面までの距離は、空気孔として機能する程度確保さ
れていればよい。例えば、５μｍ～１５μｍ程度が好ましい。これにより、適切に通気孔
を確保し、ゴミや埃などの異物が空間１０７に入ることを防ぐことができる。このような
比較的薄い厚みの凸部１０３は、支持基板１０１に印刷、転写等をすることによっても形
成することができる。例えば、セラミックスの支持基板の上に、凸部１０３の形状をセラ
ミックスの層で印刷することにより形成することもできる。このような印刷によれば、凸
部１０３の厚みや形状を精度良く形成することができ、好ましい。
【００３３】
　さらに、図１に示すように、凸部１０３は、接合部材配置部１１１と発光素子１０５が
載置される部分との間に形成することが好ましい。このように形成することにより、支持
基板１０１と被覆部材１０２とを接合するための接合部材が、発光素子の載置部分にまで
流れないように、凸部１０３に接合部材の流れをせき止める機能を併せ持つようにするこ
とができる。
【００３４】
　（接合部材　図示せず）
接合部材（図示せず）は、支持基板１０１と被覆部材１０２とを接合するために用いられ
、例えば、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミド樹脂、フッ素系エラストマー、ガ
ラス、ホットメルト系材料、変性シリコーンおよび有機無機ハイブリッド樹脂から選択さ
れた少なくとも一種を含む材料とすることができる。
【００３５】
　（通気孔１０８）
通気孔１０８は、空間１０７から外部に通じる貫通孔である。上述のように、支持基板１
０１と被覆部材１０２の間に形成される凸部１０３により形成される。このような通気孔
を設けることにより、リフロー処理を安全且つ確実に行うことができるほか、外部環境の
温湿度の急激な変化により、空間１０７と外部との温度差ができて透光性被覆部材の内部
に結露が発生し、透光性被覆部材が曇った場合であっても、短時間で空間１０７と外部と
の温湿度を均一化し、曇りを除去することができる。
【００３６】
　（半導体素子１０５）
半導体素子１０５は、発光素子、受光素子、およびそれらの半導体素子を過電圧による破
壊から守る保護素子（例えば、ツェナーダイオードやコンデンサー）、あるいはそれらを
組み合わせたものとすることができる。ここでは、半導体素子の一例として、発光素子（
ＬＥＤチップ）について説明する。発光素子を構成する半導体発光素子としては、ＺｎＳ
ｅやＧａＮなど種々の半導体を使用したものを挙げることができるが、蛍光物質を有する
発光装置とする場合には、その蛍光物質を効率良く励起できる短波長が発光可能な窒化物
半導体（ＩｎＸＡｌＹＧａ１－Ｘ－ＹＮ、０≦Ｘ、０≦Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦１）が好適に挙げら
れる。半導体層の材料やその混晶度によって発光波長を種々選択することができる。
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【００３７】
　半導体素子１０５と支持基板１０１とを固定する接着材（図示せず）は、例えば、金ペ
ーストや銀ペーストのような導電性接着材や、Ａｕ、Ａｇ、Ｂｉ、Ｃｕ、Ｉｎ、Ｐｂ、Ｓ
ｎおよびＺｎから選択された少なくとも一種を含む共晶材（例えば、Ａｕ－Ｓｎ）、ある
いは、ＡｕおよびＡｇから選択された少なくとも一種を含む鑞材とすることができる。こ
のような金属材料を含む接着材とすることにより、半導体素子１０５の裏面に配置された
電極と、支持基板１０１の導電部材とを電気的に接続させたり、半導体素子１０５からの
放熱性を向上させたりすることができる。また、半導体素子１０５と支持基板１０１とを
固定する接着材は、例えば、エポキシ樹脂やシリコーン樹脂などの透光性樹脂とすること
もできる。
【００３８】
　＜第２の実施の形態＞
第２の実施の形態に係る半導体装置は、図４に示したように、支持基板１０１に形成する
凸部１０３の周縁に、支持基板１０１の外縁方向に伸びる延出部１０９を有している以外
、実質的に第１の実施の形態と同様の構成である。このように、被覆部材１０２の端部ま
でをより多く支持することのできる延出部１０９を設けることにより、被覆部材１０２を
安定して配することができる。被覆部材１０２を載置する際のバラツキを考慮して、図４
のように延出部１０９の上面の少なくとも一部は、被覆部材１０２で覆われずに露出する
程度に延出させることにより、被覆部材をより安定して載置することができる。
【００３９】
　延出部１０９は、平面視にて、対称軸に対して互いに対称な位置に設けられ、複数形成
された延出部１０９の間に接合部材配置部１１１が形成され、接合部材が配置されること
が好ましい。これにより、複数設けられた接合部材配置部１１１のそれぞれにつき、接合
部材の流れる範囲を限定することができ、接合部材を均一に配置することができる。
【００４０】
　＜第３の実施の形態＞
第３の実施の形態に係る半導体装置は、図５に示したように、支持基板１０１に形成する
凸部１０３の周縁６箇所に、半導体装置の外側に伸びる延出部１０９を有し、延出部１０
９が間隙を介して互いに対向するように少なくとも一対設けられており、前記間隙が隙間
１０４と繋がって通気孔となるよう形成されている以外、実質的に第２の実施の形態と同
様の構成である。このように、通気孔を被覆部材１０２から突出するように設けることに
より、延出部で接合部材の流れをせき止めることができ、接合部材の流れ込みによる通気
孔が塞がれるおそれを防止することができる。
【実施例】
【００４１】
　次に、本発明の具体的実施例について、図６を用いて説明するが、本発明はこれらに限
定されるものではない。
【００４２】
　本実施例の半導体装置２００は、セラミックスからなる支持基板１０１と、セラミック
スを印刷することにより形成された、厚みが１０μｍ程度の凸部１０３を有している。支
持基板１０１と凸部１０３が同材料を用いて形成されているため、熱膨張係数の差による
支持基板１０１の変形及び凸部の剥がれ、脱落を抑制することができる。支持基板１０１
には、導体配線（図示せず）が設けられており、半導体素子１０５と電気的に接続され、
また、外部の電極と電気的に接続される外部電極となる。支持基板１０１には、サブマウ
ント１０６を介して半導体素子１０５が搭載されている。本実施例では、半導体素子とし
て、青色（４７０ｎｍ）が発光可能な窒化物半導体を発光層に持った発光素子を使用する
。発光素子は、その発光面がＹＡＧ蛍光体（図示せず）によりコーティングされており、
白色系が発光可能な発光装置とすることができる。
【００４３】
　凸部１０３は、その周縁６箇所に、半導体装置の外側に伸び、上面が被覆部材で覆われ
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て互いに対称な位置に設けられている。さらに、それらの延出部のうちの４つが、間隙を
介して互いに対向するように二対設けられており、前記間隙が隙間１０４と繋がって通気
孔となるよう形成されている。このように、通気孔を被覆部材１０２から突出するように
設けることにより、延出部で接合部材の流れをせき止めることができ、接合部材の流れ込
みによって通気孔が塞がれるおそれを防止することができる。
【００４４】
　また、本実施例において、被覆部材１０２は、ガラスからなり、支持基板１０１に接合
される部位に金属部材１１０を有する。接合部を、光を透過させない金属で形成すること
により、接合部材が外部からの光で劣化することを防止することができる。また、この金
属部材１１０には、上下方向に貫通した貫通孔１１２を形成している。また、支持基板１
０１との接合部に凹凸加工もなされており、これらにより、アンカー効果による接着強度
の向上及び接合部材の量のバラツキの吸収が可能となる。
【００４５】
　このように形成された支持基板１０１に、接合部材により被覆部材１０２を配すること
により、支持基板１０１と被覆部材１０２との間に位置する凸部１０３により隙間１０４
が形成され、この隙間１０４を通気孔とすることができる。これにより、通気孔を設けつ
つ、被覆部材の加工を不要とし、機械的強度の低下及び変形を防止することが可能となる
。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　信頼性の高い半導体装置として、家庭用照明や車両用照明の光源として広く利用するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】図１は、本発明の一実施の形態である半導体装置の模式的斜視図である。
【図２】図２は、本発明の一実施の形態である半導体装置の模式的側面図である。
【図３】図３は、本発明の一実施の形態である半導体装置の模式的断面図である。
【図４】図４は、本発明の一実施の形態である半導体装置の支持基板を示す図である。
【図５】図５は、本発明の一実施の形態である半導体装置の支持基板を示す図である。
【図６】図６は、本発明の一実施の形態である半導体装置の模式的斜視図である。
【符号の説明】
【００４８】
１００、２００　半導体装置
１０１　支持基板
１０２　被覆部材
１０３　凸部
１０４　隙間
１０５　半導体素子
１０６　サブマウント
１０７　空間
１０８　通気孔
１０９　延出部
１１０　金属部材
１１１　接合部材配置部
１１２　貫通孔
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